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個人情報取扱事務の諮問事案書（第１０条第２項） 

 

オンライン結合を行う

事 務 の 名 称 
ワクチン接種記録システム事業 

事 務 の 

所 管 課 等 
健康づくり課 

オンライ

ン結合に

よる取扱 

個人情報 

類 型 国、自治体 

項 目 名 

個別宛名番号、マイナンバー、氏名、生年月日、性別、 

券番号、転出/死亡フラグ（転出：1 死亡：2 その他削除：3 

1～3 のフラグ取消：9） 

オンライ

ン結合の

概 要 

結 合 の 

当 事 者 名 
健康づくり課、クラウドサービス事業者(株式会社ミラボ) 

使用回線の

形 態 

■ 専用回線（(LGWAN回線：行政機関専用ネットワーク) 

■ 共用回線（インターネット） 

個 人 情 報 

取扱の流れ 

・国が構築したシステムを利用して当該事務を行う。 

・健康づくり課の健康情報システムからCSVファイルを出力

し、LGWAN回線（行政機関専用ネットワーク）でワクチン

接種記録システムに接種対象者情報を登録する。 

・ワクチン接種後、医療機関・接種会場で予診票のデータをイ

ンターネット回線で登録する。 

・ワクチン接種記録システム上のデータをCSVファイルで出力

し、LGWAN回線（行政機関専用ネットワーク）で健康情報

システムに登録する。 

オンライン結合を行う

理 由 

( 公 益 上 の 必 要 性 ) 

・ワクチン接種記録システム事業は、迅速かつ効率的な運営が

強く要請されている。 

・ワクチン接種事業全体の円滑な進行のために、国の指示のも

と行う。 

安 全 確 保 措 置        

(個人の権利利益を侵

害するおそれがないよ

うにすること) 

・プライバシー度の高い個人情報を取り扱うことから、使用回

線はLGWAN回線とし、不正アクセス等に対する防衛措置を強化

する。 

・インターネット回線を用いて入力する情報には個人情報は含

まれないデータ構造とした。 

開 始 時 期 令和３年４月から 

 

資料４：第１０条第２項のオンライン結合による提供 
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  オンライン結合関係図 

  

オンライン結合を要す

る 事 務 の 名 称 
ワクチン接種記録システム事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (注意) 

     は、結合する電子計算機とする。なお、当事者名、電子計算機名称等の参考

情報を付記する。 

      は、結合による個人情報の流れとする。なお、回線の形態等の参考情報を付記

する。 

 

別 紙 

健康情報システム 

健康づくり課 

ワクチン接種記録システム 

国 自治体 

ワクチン接種記録シ

ステムに入力するデ

ータ 

 

個別宛名番号 

マイナンバー 

氏名 

生年月日 

性別 

券番号 

転出/死亡フラグ 

（転出：1、死亡：2） 

医療機関・接種会場 

専用タブレット端末 

国から配布される専用タブレット

を使って、手入力か画像読取で予

診票データをデータベースに取込

む（インターネット回線） 

・国、各自治体が接種概況

を確認する。 

・国、各自治体が集計画面

を見ながら、V-SYS（ワ

クチン管理システム）に

必要データを入力する。 

ワクチン接種記録

システムに入力す

るデータ 

 

市町村コード 

券番号 

（以下各回毎登録） 

接種履歴登録日時 

接種日 

券番号 

接種自治体コード 

接種会場 

接種医師名 

ワクチンメーカー 

ロット番号 

 

LGWAN 回線（行政機関専用回

線）で CSV ファイルをデータベ

ースに取込む 

ワクチン接種記録

システムから出力

するデータ 

 

個別宛名番号 

（以下各回毎登録） 

接種履歴登録日時 

接種日 

券番号 

接種自治体コード 

接種会場 

接種医師名 

ワクチンメーカー 

ロット番号 


